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（仮称）白井市景観とみどりの基本計画について 

 

１． 計画の体系図 

市では、白井市総合計画を最上位計画として、基本構想に掲げる将来像の実現を目

標に、各計画が連携して進められており、都市マスタープランは都市づくりの分野に

おける基幹計画に位置付けられている。 
現在、次期白井市総合計画や千葉県都市計画区域マスタープランの見直し、白井市

都市マスタープランの改定に着手しており、今回、景観計画及び緑の基本計画（以下、

「景観計画等」という。）の策定を行うものである。 
今回策定する景観計画等は、白井市総合計画の基本構想に即するとともに、白井市

都市マスタープランを上位計画とする分野別計画とする。また、景観計画等は、環境

基本計画等関連する計画とも調和を図るものとする。 
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２．景観とみどり部会の位置付け 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．（仮称）景観とみどりの基本計画での施策項目(案) 

 

出典：令和 6 年度第 1 回景観とみどり部会(令和 6 年 4 月 16 日開催)資料一部抜粋 

市議会議員     ５人

≪構成≫ 

学識経験を有する者 ７人

関係行政機関の職員 １人

市民        ２人

≪担任する事務≫ 

景観計画及び緑の基本計画の

策定、推進等について調査審議

すること 

≪定数≫ 
１５人 

≪構成≫ 
・学識経験を有する者のう

ちから４名 

・専門委員として委嘱した

者４名 

≪役割≫ 

計画案の策定に関する具
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都市計画審議会の専門委員
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・色彩分野  

・ランドスケープ分野 

・環境分野  

・歴史文化分野 
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